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小倉生健会 合同班会議 

料理教室と 食事と 包丁研ぎ教室と 交流 

会員の高瀬菜穂子県議、藤沢かよ・出口成信市議も参加しました。 

刺身コーナーから離れられない会員さんも。 

＜当面の日程＞ 

2/15㈭ 16-17 時 国民健康保険「県単位化と北九州市国保」健和会複合施設 

2/16㈮ 14 時 「ケースワーカーの役割」学習会  健和会複合施設 

3/ 5㈪ 14 時 生存権裁判 福岡地裁 301法廷 

小倉生健会：田中一郎副会長陳述 

3/13㈫ 14 時 年金裁判 福岡地裁 301法廷（前号を訂正します） 

（問い）６７歳、年金が月額３万で、貯金も底をつき

ました。家は古い持ち家ですが、住み続けたいと思っ

ています。保護を受けるには、家を売ってしまわない

とダメですか？ 

（答え）持ち家に住んだままで保護を受け

ることができます。 

まず、保護課で生活保護の申請をします。

保護が必要と認められて、持ち家の評価額

が低い場合は保護が受けられます。もし、

評価額が大きい場合は、持ち家を担保にし

て社協から「生活福祉資金」の貸付を受け

ることになります。 

その貸付の水準は、生活保護費の１．５

倍程度。貸付の合計額が一定額を超えると、

貸付は終了して生活保護に移行します。 

            持ち家があっても 

生活保護を受けられますか？ 

                                 

 

一人暮らしの高齢者、特に男性の中には料理が苦手で

コンビニ弁当ばかり食べている人が多くいます。小倉生

健会は 1月 13 日、①料理は簡単に作れる、②自分で作れ

ば 2～3食たべられる、③食事をしながら交流しようを目

 

包丁の研ぎ方は、プロの刃物の研ぎ屋さんが丁寧に手ほ

どき。専門家の口上に驚き感心することしきりでした。 
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的に、「みんなで料理を作って、食べて、交流しよう合

同班会議」を開催し多くの方が参加しました。 

参加費を無料にして誰もが気軽に参加できるようにし

たこともあり、参加者の半数が会員以外の方でした。 



 生健会北九州市協議会は 1月 16日、北九州

市議会保健病院委員会に「生活保護の一時扶

助を徹底して下さい」との陳情を行いました。 

 保護課は「生活保護のしおりに、一時扶助

等の説明をさらに詳しく記載できないか検討

していきたい」。事後申請の場合も「国の実

施要領等では遡って 2ヶ月程度となっており、

できるだけ速やかに事後の場合は申請してい

ただきたい」と答弁しました。 

 

●口頭陳情は次のとおりです。 
小倉生健会の田中一郎です。生活保護の一

次扶助の改善について口頭陳情を行います。 

 

生活保護費は、通常、最低生活費としての

「生活扶助費」のみが支給されます。ちなみ

に、６５才単身の場合、ひと月の「生活扶助

費」は ７６，３７０円です。これを食費・

水光熱費・被服費・家具、家事用品・交通費・

通信費から散髪代までの生活費に当てます。

冷蔵庫や洗濯機などの購入費も、この中から

捻出します。 

 

「生活扶助費」には、転居費用などは含ま

れていません。急な費用が発生した場合には

必要に応じて「一時扶助費」が支給されます。

「一時扶助費」を支給しなければ、食費など

の、生きるために必要な最低限度の費用が削

られるからです。 

 

「生活保護のしおり」には、「一時扶助」

について２ページ半をさいて、１２項目にわ

けて説明がされていまが、身内の葬儀などの

際に支給される交通費や就労活動のために必

要な交通費としての「移送費」、借家の契約

更新時の火災保険料や手数料などは書かれて

いません。 

 また「転居の際の敷金等」という項目はあ

りますが、国は１７項目にわたって給付対象

を詳しく示していますが、「しおり」には「敷

金等」としか書かれていません。 

 

例えば、他県に住む親の葬儀に参列して交

通費を使ったために、その月の生活費が不足

したり電気料金が払えなくなって、心ならず

も知人に借金をお願いするなど、急な出費が

借金の引き金になる例も多くあります。生活

保護法では、借金は収入と見なされますので、

保護課に申告しなければ不正受給とされます。

申告しても、貸してくれた人にお金を返すと

ともに、保護費からも同額が差し引かれるこ

とになり、生活は一気に困難になってしまい

ます。 

 

生活保護法は、このような事態を避けるた

めに「一時扶助費」の支給を定めていますが、

どのような時に一時扶助が利用できるのかが

分かりにくく、担当職員にどのように相談や

申請をしてよいかも分からないというのが実

態です。 

 

このように被保護者が困っている時に、家

庭訪問や調査などで常に被保護者の生活実態

を、きめ細かく把握していているケースワー

カーの支援が重要です。 

ケースワーカーの役割は、被保護者が不時

の出費で困っているときに「一時扶助」や「特

別基準」を適用したり、「他法他施策」の活

用を支援するなど、問題の解決のために優し

く分かりやすく支援することです。 

 

そのためにも「一時扶助」制度を分かりや

すく具体的に被保護者に知らせることともに、

職員が制度を熟知し、生活保護法に従って適

用することが重要です。ところが、実態は、

被保護者が困ってケースワーカーに相談して

も、多くの場合「そんな制度はない」「上に

相談する」とか「予算がない」などと断られ

ています。 

 

「生活保護のてびき」には、「一時扶助に

ついては、特に福祉事務所に事前に相談、申

請を行って下さい」と書かれています。しか

し、保護課の方から「一時扶助申請書」を渡

されて記入を支援していただくことはほとん

どありません。 

 

生活保護を初めに申請する時には、保護課

が「申請意思を必ず確認している」と繰り返

し議会で答弁されています。しかし、一時扶

助の申請については、そのようなことは全く

行われておりません。 

一時扶助も「申請」主義ですから、職員の

方から「申請しますか」と確認すべきです。

「申請されてない。相談されただけ」として、

一時扶助を適用しなかったり、支援しないこ

とは、「闇の北九州方式」と批判され、再発

防止がされたはずの申請権の侵害にも抵触す

るものです。また、事後の申請であっても、

費用が発生したことに違いは無いわけですか

らきちんと「一時扶助」を適用すべきです。 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

重大なのは、政府が、生活保護を最大５％

削減する方針を決めたことです。すでに生活

保護は２０１３年の見直しで最大１０％削減

されています。総理に伺います。 

 

 第一に、政府は、生活保護削減の理由とし

て、「生活保護を利用していない低所得世帯

の生活水準が下がったからそれに合わせて引

き下げる」としています。総理は、「安倍政

権になって貧困は改善した」と宣伝してきま

したが、「低所得世帯の生活水準が下がった」

ということは、「貧困は改善」という宣伝が

ウソであり、「アベノミクス」が失敗したこ

とを、自ら認めることになるではありません

か。 

 第二に、「低所得世帯の生活水準が下がっ

た」というなら、生活保護を削るのでなく、

低所得世帯の生活を支援することこそ、政治

の責務ではありませんか。生活保護の捕捉率

――利用の要件がある人のうち実際に利用で

きている人の割合は、２～３割と言われてい

ます。こうした生活保護行政の欠陥にこそメ

スを入れるべきではありませんか。 

 

 生活保護の削減は、広範な国民の暮らしに

重大な影響を与えます。住民税、保育料、介

護保険料、就学援助、最低賃金などで、低所

得世帯の生活悪化に連動します。「低所得世

帯の生活水準が下がった」ことを理由に、生

活保護を削れば、際限のない「貧困の悪循環」

をもたらすことになるではありませんか。 

 

 第三に、今回の生活保護削減では、子ども

の多い世帯ほど削減幅が大きくなります。都

市部に暮らす「夫婦と子ども２人世帯」の場

合、生活保護費は年１１万円の減額になり、

２０１３年の削減と合わせると年３７万円も

の大幅な減額になります。総理は、施政方針

演説で「生活保護世帯の子どもたちへの支援

を拡充します」とのべましたが、やろうとし

ていることはまったく逆ではありませんか。 

 

(略)日本共産

党は、生活保護

削減方針を撤

回し、２０１３

年の削減前の

水準に戻すこ

とを強く要求

します。(略)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市議会陳情「生活保護の一時扶助を徹底して下さい」 

● 志 位 和 夫 日 本 共 産 党 委 員 長   

質問から（抜粋） 

生活保護を使いやすくするための 

日本共産党の提案 
１.法律の名称を「生活保障法」に変える 

２.国民の権利であることを明らかにし、制

度の広報、周知を義務づける 

３.申請権を侵害してはならないことを明

記し「水際作戦」を根絶する 

４,定期的に補足率を調査し、公表し、補足

率の向上に努める 
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